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1 要再検査・要治療者に対する受療勧奨
・特定健診の結果から抽出した、再検査・治療が必要な方に対し、受療勧奨を
実施。
更に生活習慣病の発症リスクが高い方（高血糖（HbA1c8.0%以上）及び
腎機能低下（eGFR45未満））に対して、最大2回勧奨をしている。

【R7から追加】
・血圧（収縮期160㎜Hg以上又は拡張期100㎜Hg以上）かつ喫煙
・脂質（中性脂肪500㎎/dl以上又はLDL180㎎/dl以上）かつ喫煙

【実施状況】（R7.12月時点）
指導実施者 614人 （再掲）ハイリスク者 35人
指導後の医療機関受診率 24.8％ （再掲）ハイリスク者の受診率 62.5％

5



2 糖尿病性腎症重症化予防
・特定健診の結果等から抽出した、糖尿病性腎症の重症化リスクを有する方に対し、
かかりつけ医と連携し保健指導を実施。

・実施状況（R7.12月時点）
保健指導対象者 31人 保健指導実施者 7人

3 糖尿病治療中断者支援
・過去に糖尿病治療歴等があり現在治療を中断している方へ受療勧奨を実施。
・実施状況（R7.12月時点） :指導対象者 168人
全員に文書及び電話にて勧奨、連絡がつかない方へは家庭訪問を実施。
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